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Ⅰ 一  般  事  項 
１－１  目    的 
    「航空無線工事積算基準」及び「同標準」の適用の統一を図り、積算業務の能率の向上と適正を 
   図ることを目的とする。 
 
１－２  適用範囲 
    「航空無線工事積算基準」及び「同標準」の定めるところによる。 

 
１－３  用    語 
    この運用指針において使用する用語は 
    (1) 航空無線工事積算基準を以下「基準」をいう。 
    (2) 航空無線工事積算標準を以下「標準」をいう。 
    (3) 「基準」及び「標準」を統括して以下「基準等」をいう。 
    (4) 「基準等」の運用指針を以下「指針」をいう。      

(5) 「技術者」とは、電気通信技術者をいう。 
(6) 「技術員」とは、電気通信技術員をいう。 
(7) 「技術者等」とは、電気通信技術者及び電気通信技術員をいう。 

 
１－４  その他 
  1.  この基準等は、主として航空局が発注する、航空無線施設工事を対象としたものであり、運用 

   にあたっては、個々の工事条件に応じて実情に適合するように運用されるべきものである。 
  2.  工事の積算は、すべての工事について画一的に規定することはできなく、工事の種類、程度、 

   規模、施工場所、環境、他の工事との関連、工事期間、季節、契約上の諸条件及び物価の状況に 

   より適正に積算しなければならない。 
      したがって、基準は工事の積算を効率的に行うための技術上の質的水準として示したもので一 

   般的にはこれを遵守するものであるが、前記の実情に応じ、一部変更の上適用して差し支えない 

   ものである。 
  3.  この基準等に疑義が生じた場合ならびに特に問題となった事項については、国土交通省航空局 

   交通管制部管制技術課長あて報告するものとする。 
 
 
 
 
 
 

(H28.04) 
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Ⅱ  運  用  指  針 

 
第１章  総      則 

１－１  目  的 
  1.  予定価格とは、競争入札における落札額又は随意契約における見積価格の決定にあたり、その 

   基準とするためにあらかじめ定める価格をいう。 
  2.  予定価格は、受注者の工事等の施工に要すると推定される費用を、標準的な施工方法により、 

   契約内容、仕様書、設計図面等に基づいて算定するものとする。 
 
１－２  適用範囲 
    本基準等は積算の標準を示すもので適用にあたっては、図面、仕様書及び契約条件を十分考慮の 

 上、現地の状況を勘案し、実情に即して積算するものとする。 
 
１－３  積算価格 
  1.  予定価格の作成の意義は、予算の限度内において契約するための最高の予定契約金額であると 

  いうことのほか、与えられた予算をもって、もっとも経済的な調達をするために適正で、合理的 

  な価格を積算し、これにより入札価格を判断する基準としての意味をもつものである。その予定 

   価格の決定の判断となるものが積算価格であって、この取扱を本基準で明確にするものである。 
  2.  本基準等は、積算における内容区分を明確にするとともに、積算にあたって必要な数量計算・ 

   標準歩掛を集成したものである。 
  3.  この基準等に記載されていない項目については、次に示す航空局制定の各積算基準の最新版に 

   よるほか、同種工事を実施している機関の積算例、積算資料、建設物価等を参考にして算出し、 そ 

の出典を明らかにしておくものとする。 
      なおこれらを採用する場合は、材料及び労務のみにとどめ、経費等は本基準等によることを原 

   則とするが、工事の種類によりこの方法が不合理となる場合は、個々に考慮するものとする。 
 
   航空局制定の基準等 
   (1) 土  木  工  事･････「空港請負工事積算基準」（以下「土木」という） 
   (2) 建  築  工  事･････「建築工事積算基準」（以下「建築」という） 
   (3) 機械設備工事･････「機械設備工事積算基準」（以下「機械」という） 
   (4) 発電設備工事･････「発電設備工事積算基準」（以下「発電」という） 
   (5) 照明電気工事、電気設備工事･････「航空灯火施設工事及び電気施設工事積算基準」（以下  

                    「電気」という） 
       但し上記各基準に「標準」、「運用指針」が付属する場合、これらを含むものとし、その内 

    容に重複する部分がある場合は、本基準等によるものとする。 

(H28.04) 
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１－４  積算の通則 
  1.  工事現場の工事条件及び管理条件を把握することは、積算上重要なことであるため調査は綿密に 

行なわなければならない。 
  2.  設計図、仕様書、契約書案等は、契約の内容となるものであることから設計図、仕様書等は、工 

事施工に必要な情報の漏れがないよう詳細に作成の上、これらに基づいて積算しなければならない。 

  3.  請負工事の積算に当たり考慮すべき主要な条件は、施工場所、工事量、工事内容、工期、施工条 

件に加え、雨季の降雨や台風等に代表される施工時期に起因する諸条件である。特に、施工場所が 

寒冷地である場合には、冬季における降雪・凍結等が施工に及ぼす影響を踏まえ、適切な施工時期 

や工事内容（除雪等）とすること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R8.05) 
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国土交通省　〇〇航空局　保安部　管制技術課

審査者 担当者

宮下 勝将
棚田　達也

相井　拓磨

（〇〇管制部　又は〇〇空港事務所　等）

令和〇年〇月

積　算　内　訳　書

件 名 〇〇空港〇〇装置更新その他工事

第２章  通      則 
２－１  直接工事費 
  直接工事費は、工事種目ごとに区分して計上するものとし、材料費、労務費及び直接経費等の複  

合された費用としての複合単価又は市場単価に数量を乗じて積算するものとする。 
 
２－２  工場工事費 
    工場工事費は、設計図書にて仕様を定め、工場において特別に製造される費用をいい、工事費   

（現場工事費）とは分離して積算する。 
    したがって、積算価格は（工事費＋工場工事費）となる。 
 
２－３  積算内訳書の様式 
    積算内訳書の様式は、原則として次のとおりとする。 
  1）表紙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）総括表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (R5.04) 
2,888,350 31,771,859

産業廃棄物税 総　合　計

28,883,509 消費税相当額

寄 託 品 費 工場工事費 54,838,890

官 給 品 費 134,113,970 準 備 品 費 242,192 積 算 価 格

計 13,411,822 1,359,958 4,924,943 3,460,714 23,157,437

148,1473 機器撤去 94,016 9,533 22,459 22,139

21,065,207

2 附帯設備設置 680,513 69,003 904,038 290,529 1,944,083

1 〇〇装置設置 12,637,293 1,281,422 3,998,446 3,148,046

〇〇空港〇〇装置更新その他工事

総　括　表

工　事　区　分 直接工事費
間接工事費

一般管理費 合計

共通仮設費 現場管理費
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3）総括表内訳 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R5.04) 

0　　　　　　　　　　計

  2 附帯設備設置

1 式

  3 機器撤去

1 式

  1 〇〇装置設置

1 式

134,113,970　　　　　　　　　　計

H 寄託品費等

  2 附帯設備設置

1 式 52,115,570

内　訳　書　№6

  3 機器撤去

1 式

  1 〇〇装置設置

1 式 81,998,400

内　訳　書　№5

G 官給品費等

総　合　計

31,771,859

産業廃棄物税

1 式

消費税相当額

1 式 2,888,350

積算価格

1 式 2,883,509

F 準備品費

1 式 242,192

5,483,880　　　　　　　　　　計

  2 附帯設備設置

1 式 5,483,880

内　訳　書　№4

  3 機器撤去

1 式

  1 〇〇装置設置

1 式

E 工場工事費

D 一般管理費

1 式 3,460,714

C 現場管理費

1 式 4,924,943

1,359,958　　　　　　　　　　計

B1 共通仮設費（率分）

1 式 1,359,958

B 共通仮設費

13,411,822　　　　　　　　　　計

1 式

12,637,293

内　訳　書　№1

  2 附帯設備設置

1 式

94,016

内　訳　書　№3

680,513

内　訳　書　№2

  3 機器撤去

  1 〇〇装置設置

1 式

摘　　　要

A 直接工事費

総括表内訳 1 頁

名　　称 規　　格 数　量 単位 単 　価 金　　額
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4）内訳書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5）内訳明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R5.04) 

200,000

計 12,637,293

6 運搬費

1 式 200,000

64,964

内訳明細書No. 1-4

5 クレーン損料

1 式 38,947 38,947

4 その他

1 式 64,964

3,070,426

内訳明細書No. 1-2

3 ケーブル布設

1 式 9,099,651 9,099,651

内訳明細書No. 1-3

2 空中線装置設置

1 式 3,070,426

摘　　　要

1 機器設置

1 式 163,305 163,305

内訳明細書No. 1-1

1 頁

名　　称 規　　格 数　量 単位 単 　価 金　　額

 内　訳　書 №1 名称： 〇〇装置設置 規格：

184,354

Σ 1)×3％

小計 9,099,651

15 雑材料 一般材料費の 3%

1 式 6,145,135.00

14 ｹｰﾌﾞﾙ表示板 20×63×2t

37 個 1,080.00 39,960

1)

401,830

単価表 No.5

13 ｱｯﾃﾈｰﾀ CFA-01NPJ-10
多摩川電子

2 個 4,500.00 9,000

1)

12 通信ｹｰﾌﾞﾙ端末処理
同軸ｹｰﾌﾞﾙ

143 箇所 2,810.00

1,591,747

単価表 No.4

11 同軸ｺﾈｸﾀ UG-21D/U

N-P-8U準拠
143 個 1,170.00 167,310

1)

10 同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設 同軸ｹｰﾌﾞﾙ70MHz~2.5GHz20mm以下

新設 材料費無
818.8 m 1,944.00

9 同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-RG-9B/U

1075.3 m 5,022.00 5,400,156

1)
12,730

単価表 No.38 通信ｹｰﾌﾞﾙ端末処理

通信ｹｰﾌﾞﾙ(端子接続)

10P 0.5~0.9mm

2 箇所 6,365.00

48,611

単価表 No.1

7 ｹｰﾌﾞﾙ敷設

地中･屋内･屋外配線

20mm以下 管内 新設 材料費無

0.4 m 1,166.00 466

単価表 No.2

6 ｹｰﾌﾞﾙ敷設
地中･屋内･屋外配線

20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設 材料費無

32.3 m 1,505.00

5 通信ｹｰﾌﾞﾙ EM-CCP-AP0.65-10P

32.7 m 336.60 11,006

1)
18,361

単価表 No.14 ｹｰﾌﾞﾙ敷設
地中･屋内･屋外配線

20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設 材料費無

12.2 m 1,505.00

3 通信ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5-48C

12.2 m 281.00 3,428

1)

3,773

1)

2 ｹｰﾌﾞﾙ敷設

地中･屋内･屋外配線

20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設 材料費無

9.8 m 1,505.00 14,749

単価表 No.1

1 電力ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-CE5.5sq-3C

9.8 m 385.00

名　　称 規　　格 数　量 単位 単 　価 金　　額 摘　　　要

4 頁
内 訳 明 細 書 №1-3 名称： ケーブル布設 規格：
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6）単価表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R5.04) 

名称： 円

円

1,505

宮下 勝将

計

1,462

1)

2 工具損料 労務費の3%

1 式 1,462.00 43

Σ 1)×3％

1 電工 基本日額

0.071 人 20,600.00

1 頁
単価表 №1 ｹｰﾌﾞﾙ敷設

地中･屋内･屋外配線
規格： 20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設 材料費無 1m当り 1,505

1m当り 1,505

名　　称 規　　格 数　量 単位 単 　価 金　　額 摘　　　要
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２－４  工事の積算価格構成の内訳 
  1.  特許権使用料 
      現状の社会の働きとして新規開発された資料等について、特にこれを使用する資材、施工方法 

   等が特許になっている事例があり、これが為、この場合においては、特許料の支払い、派出され 

   る技術者に対する諸経費を計上するものである。 
  2.  水道光熱電力料 

水道光熱電力料は、工事施工（現場管理費の動力・用水光熱費を除く）に伴う必要な電力使

用料、用水使用料とする。 

電力・用水使用に伴う基本料金については、共通仮設費（役務費）で積上げ計上し、使用料

については直接経費（水道・光熱電力料）で積上げ計上するものとする。国の施設を使用でき

る場合はこのかぎりでない。 
  3.  現場管理費、一般管理費等 
      現場管理費の内訳項目は工事の施工における現場で、直接的に必要とされている一般的な項目 

   であり、一般管理費等の内訳項目は本店、支店等直接的に必要とされている一般的な項目である。 
      したがって特に項目の事項にこだわる必要はない。 
  4.  工事準備品 
      工事準備品とは、工事完了後、施設を維持管理するにあたり業務上必要となるものであって、 
  汎用品であり、取付、設置に労務を要しないものをいう。 
      （例）  時計、測定器台車、額縁、電波法令集等 
 
２－５  変更契約の積算 
1.  設計図、仕様書、契約書等の内容からは予見できない事柄及び悪天候により除雪などが発生した

場合は、必要に応じて設計変更に対応するものとする。 

  2.  減量設計変更積算においては原則として当初の積算価格を基準とするが、受注者提出の工事見  

   積内訳書を参考にした方が合理的な場合は内訳書を参考とする。 

  3.  増量、追加による設計変更積算は、原則として変更時の時価により積算するが、物価の変動が 

   少なく、受注者の見積内訳書を参考にした方が合理的な場合は内訳書を参考にする。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(R8.05) 
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第３章  積算の内訳 

 
３－１  材料費 
  1.  材料の価格は入札時における時価であることを原則とするが、入札時の材料価格の時価を予測 

   することは困難であるため積算時の資料により、決定することとする。 
  2.  材料単価は原則として工事施工場所地域における価格を採用する。積算資料、建設物価の単価 

   を使用する場合はその都道府県内は同一価格とするが、特に、その運搬費を必要とする離島など 

   の場合は荷造運賃、荷役料等を積算し運搬費として官給品等運搬費の項に計上する。 
      なお、離島単価として地方公共団体で採用している単価が入手できる場合はこの単価を使用す 

   ることができる 
  3.  使用数量が少量等の理由で見積微収が困難な場合で、工事費への影響が少ない場合は、上記に 

   よらず、類似工事における実例単価、説明書、定価表又は地方公共団体で採用している単価使用 

することができる。 

  4.  材料の単価は、品種、規格、材質について設計図書等に示されている範囲内で最も低額と認め 

   られるものを参考にして決定しなければならない。 
      なお、積算業務の参考とする資料の順位を決める場合は原則として採用順位は下記のとおりと 

   するが、使用数量が少量等の場合や特殊な取引条件（夜間、離島等）における土木資材等は、カタ 

ログ単価や見積単価を優先順位１位とするなど、実状に応じ順位を入れかえてもさしつかえない。 

      (1) 積算資料の掲載価格及び市場単価 
      (2) 建設物価の掲載価格及び市場単価 
      (3) 地方自治体単価 
      (4) カタログ単価 
      (5) 見積単価(専門業者、 製造業者） 
 
  5.  専門業者、製造業者からの見積徴収に際しては下記による。 
   (1)  設計図、仕様書、使用数量、納期、納入場所等を明示する。 

(2)  見積書の記載内容については、①材料費、②加工費、③一般管理費、④利益、⑤運搬費に分割

して記載させるものとする。また、消費税を含むか否かを明記させる。 
   (3)  採用する見積価格は、原則として２社以上からの見積書を徴収し、内容を審査のうえ運搬費 

    を含む最廉価の価格とする。 
    積算価格は、見積採用価格の９０％相当とする。ただし、小額のもの及び内容審査で 

価格を決定できるものについてはこの限りでない。 
 6.  カタログの単価の場合はその９０％相当とする。 
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３－２  労務費 
 1.  技術者とは、国土交通省が定める電気通信技術者をいい、電気通信設備の現場設置に従事する

技術労働者のうち、電気通信設備設置おいて、相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的にそ

の業務を行う事のできる者であり、通信機器の試験調整,通信機器の据付、通信ケ－ブルの端末処

理、空中線設備作業等及びその他類似の技術作業に従事する者をいう。 

2. 技術員とは、国土交通省が定める電気通信技術員をいい、電気通信設備の現場設置に従事する

技術労働者のうち、電気通信設備設置おいて、ある程度の専門的知識と経験を持ち、技術者の指

示のよりその業務を行う事のできる者をいう。 

  3.  労務者の単価は、２省（国土交通及び農林水産省）が実態調査して作成した当該年度「公共工事

設計労務単価表」及び国土交通省が実態調査して作成した当該年度「電気通信技術者・電気通信技

術員基準日額」が基準となる。 
  4.  労務費の割増 
      「基準」の歩掛は昼間就業８時間で、通常の場合の作業を基準として作成されているため、実 

   情に合せて労務賃金の割増をすることができる。 
高所（１５ｍ～２０ｍ未満）作業、地中（深さ４ｍ以上）作業、その他困難な作業については、

労務賃金を２０％増しとする。また、高所作業においては２０ｍ～３０ｍ未満は５０％、３０ｍ以上

は労務賃金に１００％加算することができる。 

なお、高所作業とは作業実施上、危険が予想される場合をいう。 

（例）割増方法について、５０ｍ鉄塔の場合、５０ｍすべての作業に１００％を加算するわけでは

なく、１５ｍ～２０ｍ未満作業については２０％、２０ｍ～３０ｍ未満は５０％、３０ｍ以上は１０

０％各々加算する。 
  5.  時間外等割増の取扱いについて 
     時間外、深夜及び休日割増を積算する場合は、当該年度の「二省連絡協議会」の定めによる。 
 
    〔参考〕 
    ａ  ここでいう割増賃金とは、通常の勤務時間（８時間）を超えて、超過勤務を行わせる場合、 

    その超過勤務に対して支給する割増された賃金である。 
    ｂ  1.25の係数は超過勤務が深夜部分(22:00～05:00)を含まない場合、1.50の係数は超過勤務が 
      深夜部分(22:00～05:00)を含む場合である。 
      
      時間外、深夜及び休日割増を積算する場合は、次により算出するものとする。 
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(1) 考え方 
労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金 

              ＝労務単価（休日の場合計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数 
      ただし、Kは次式により算出する１時間当たりの割増賃金係数である。 
         K＝割増対象賃金比×1/8×割増係数 
         職種毎の割増賃金係数Kは、国土交通省「割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係 

数」を参照 
         注）Ⅰ 割増対象賃金比は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる

手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。 
           Ⅱ 割増係数は、労働基準法第37条1項及び第4項に規定されている時間外、休 

日および深夜の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づくものとする。 
 

   (2) 割増労務賃金の算出方法 
 
       労務単価×K×割増すべき時間数については、職種及び割増率に対応して１時間当り割増賃金係

数（Ｋ）を同式に代入してを算定するものとする。 

 
(注)  労務単価およびＫは「公共工事設計労務単価」および「電気通信技術者・電気通信技術員

基準日額」を参照のこと。 
なお、無線工事では、工事内容により、やむなく夜間作業を行う必要がでてくるが、この

場合通常の勤務時間（８時間）の中で深夜作業(22時～05時)を行わせる場合の算出方法は、

次による。 
     （例）  電工（H26年度 東京）、実働８時間以内に深夜間Ｈ時間を含む。 
 
               割増労務賃金＝労務単価 × K ×Ｈ 
 
                    ＝22,600   ×0.024×Ｈ 
 
                    ＝542  × Ｈ 
 
      
     ※作業時間帯 
           空港等の運用状況及び作業内容を充分検討のうえ割増の対象となるＨを決定すること。 
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6.  時間的制約を受ける場合 

下記に示す項目により継続的に時間的制約を受け、通常の作業時間を確保することができない場合

における当該作業の積算に係る労務費の算定は次のとおりとする。 

(1) 時間的制約条件 

  航空機の運航制限等がある場合 

(2) 制約を受ける作業時間の適用範囲 

制約を受ける作業時間については、４時間/日以上～7.5 時間/日以下とする。 

ただし、ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける場合は適用しない。 

(3) 労務費の算定方法 

時間的に制約を受ける工事の設計労務単価の補正割増しは、以下の方法により行うものとする。 

① 作業時間の算出 

拘束時間＝作業終了時間－作業開始時間 （なお、標準拘束時間は９時間とする） 

作業時間＝拘束時間－１時間（休憩時間帯）（なお、標準作業時間は８時間とする） 

② 補正割増し係数 

補正割増し係数＝標準作業時間（８時間）÷作業時間（少数３位切捨て） 
例）８時間÷５．５時間＝１．４５４ → １．４５ 
なお、作業時間は４時間までを適用とし、作業時間が４時間未満の場合は、別途施工条件等を

考慮し適正に積算するものとする。 
③ 設計労務単価の補正割増し 

設計労務単価は、次式により補正割増しを行うものとする。 
ｲ) 通常勤務すべき時間帯（８時～17 時）内において作業時間に制約を受ける場合の設計労務

単価（例－1） 
設計労務単価＝公共工事設計労務単価×補正割増し係数 

ﾛ) 施工条件により、やむを得ず通常勤務すべき時間帯（８時～17 時）を外して作業を行う場

合の設計労務単価（例－2、例－3） 
設計労務単価＝［公共工事設計労務単価×補正割増し係数］＋[公共工事設計労務単価×深

夜割増×補正割増し係数］ 
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（例－１）5時～22時の時間帯の中で、8時～16時まで時間的制約を受けた場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例－２）20 時～６時の時間帯の中で 21 時～５時までの時間的制約を受けた場合 
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5時～22時の時間帯の中で、8時～16時まで時間的制約を受けた場合

作業不可時間

時間的制約を受けた作業時間（×補正割増し係数）

休憩時間

21 2215 16 17 18 19 20145 6 7 8 9 10 11 12 13

3h4ｈ １ｈ

作業ができる時間帯（実働時間7h)

20時～6時の時間帯の中で、21時～5時まで時間的制約を受けた場合

作業不可時間

時間的制約を受けた作業時間（×補正割増し係数）

深夜作業で時間的制約を受けた作業時間（×深夜割増×補正割増し係数）

休憩時間

3 423 2420 21 22 1 2 5 6

1ｈ 3ｈ １ｈ 3h

作業ができる時間帯（実働時間7h)
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（例－３）18時～4時の時間帯の中で、21時～2時まで時間的制約を受けた場合 
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18時～4時の時間帯の中で、21時～2時まで時間的制約を受けた場合

作業不可時間

時間的制約を受けた作業時間（×補正割増し係数）

深夜作業で時間的制約を受けた作業時間（×深夜割増×補正割増し係数）

休憩時間

1 3 420 21 22 23 24 218 19

1ｈ １ｈ 2h1h

作業ができる時間帯（実働時間4h)
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（４）工期の算定 
時間的制約を受ける工事の工期設定にあたっては、制約された作業時間により適正な工期の設定

を行うものとする。また、適切な準備期間を確保することで時間外、休日の作業を極力避けるもの

とする。 
 
３－３  直接経費 
1.  特許権使用料については、当該諸使用料及び派出する技術者等に要する費用を十分調査のうえ計

上する。 
2.  水道光熱電力料は、工事施工に伴う必要な電力使用料、用水使用料であり、電力・用水使用に

伴う基本料金および現場管理費の動力・用水光熱費を除いた水道・光熱電力料を計上する。 

3.  産業廃棄物処理が発生する場合には、積算資料、建設物価、見積等で計上する。また、官給品梱

包材の処分に要する費用は、共通仮設費率に含まれることから、計上の対象としない。 

4.  技術者等が行う試験、調整を実施するための必要な旅費の積算は次による。 
a.  旅費交通費 
宿泊、滞在を伴わない業務の場合の旅費交通費の積算にあたっては、1)を原則適用し、宿泊、滞

在を伴う業務の場合は、2)を適用する。ただし、現地条件等により、1)、2)によりがたい場合は、

旅費交通費を積上計上する。旅費交通費を積上計上する場合は、「国家公務員等の旅費に関する法

律」に準じるものとする。 
 

    1)旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、滞在を伴わない業務の場合） 

 調整作業の労務のうち現場作業にかかる労務費に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費

として積算すること。 

 

旅費交通費 旅費交通費の上限（千円） 
現場作業にかかる労務費の8.52% 715 

 
2)旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、滞在を伴う業務の場合） 

 調整作業の労務のうち現場作業に係る労務費に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費と

して積算すること。 

 

旅費交通費 旅費交通費の上限（千円） 

現場作業にかかる労務費の30.35% 1,813 

 

（注）１．旅費交通費の率は、宿泊手当・宿泊費を含む。 

 

 

 

(R8.05) 



工事指針 

－16－ 

b.  往復に要する労務費は、下記によって算出された率を現場作業にかかる労務費に乗じて積算

すること。ただし、現地条件等により、算定式による積算によりがたい場合は、往復に要する

日数は工数として考慮するものとする。 

 
1)往復に要する労務費率 算定式 

 Ｂ２＝Ａ・Ｂ１b 

 ただし、Ｂ２：往復に要する労務費率（％） 

     Ｂ１：現場作業にかかる労務費（円） 

     Ａ、b：変数値 

 （注）Ｂ２の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

 

2)往復に要する労務費率 算定式の変数値 

 算定式の変数値は、下記表による。 

 

区分 
算定式の変数値 

Ａ b 

宿泊、滞在を伴わない業務 139,971 -0.703 

宿 泊 、 滞 在 を 伴 う 業 務 12,976,280 -0.984 

 
3)往復に要する労務費率 上限値、下限値 

 往復に要する労務費率の上限値及び下限値は、下記表による。 

 

区分 
往復に要する労務費率の上限・下限値 

上限率（％） 下限率（％） 

宿泊、滞在を伴わない業務 34.14 1.90 

宿 泊 、 滞 在 を 伴 う 業 務 69.22 2.79 
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工  事  場  所 交通の起算点 

 北  海  道  全  域 
 
 青森，岩手，秋田，山形，宮城，福島 
 
 新潟，茨城，栃木，群馬，埼玉，東京，神奈川，千葉，山梨 
 
 富山，石川，長野，岐阜，静岡，愛知，三重 
 
 福井，滋賀，京都，奈良，和歌山、大阪，兵庫，鳥取，徳島， 
香川，高知 

 
 広島，岡山，島根，山口，愛媛 
 
 福岡，佐賀，長崎，大分，熊本，宮崎，鹿児島 
 
沖 縄 県 全 域 

ＪＲ札幌駅 
 

ＪＲ仙台駅 
 

ＪＲ東京駅 
 

ＪＲ名古屋駅 
 

ＪＲ大阪駅 
 

 
ＪＲ広島駅 

 
ＪＲ博多駅 

 
那覇空港 

 

5.  官給品等運搬費 
離島等の工事で航空輸送費（ヘリコプターによる輸送）を計上する場合は、不定期航空運送事

業者の見積による。また、官給品梱包材の搬出に要する費用は、共通仮設費率に含まれることか

ら、計上の対象としない。 
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３－４  共通仮設費 
1.  共通仮設費 
(1)工種区分 

共通仮設費は、工種区分に従って算定するものとする。 

1） 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 

2） 2種の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。なお、

主たる工種とは率計算の対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合

は直接工事費で判断してよい。 

3） 設計変更時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

(2)算定方法 

共通仮設費の算定は、工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算による額とを加

算しておこなうものとする。 

1） 率計算の対象金額は、直接工事費から無線電話装置試験調整に対する技術者の労務費を除い

た額とする。 

 

  2.  運搬費 
   積み上げにより運搬費を算出する場合は、下記による。 
   (1)  運搬費は輸送を要する材料、労務、機械器具の数量、輸送区間、回数、輸送方法を想定し、積

算するものとする。 
   (2)  船またはヘリコプターによる運搬費はそれぞれの特殊性があるため、現地の実態に適応した資

料を徴収のうえ計上すること。 
   (3) 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 

   「土木」に準拠 

(4) 重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用 

   「土木」に準拠 

(5) 賃料適用のトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型80ｔ吊以上）及びクローラクレーン（油圧駆動式

ウインチ・ラチスジブ型35ｔ吊以上)の分解組立時にかかる本体賃料及び運搬中の本体賃料 

   「土木」に準拠 

(6)  運搬費を見積で計上する場合は、積算価格は見積採用価格の９０％とする。 

(7)  運搬量が少量で見積徴収が困難等の理由で、工事費への影響が少ない場合は、上記によらず、類

似工事における実例単価、定価表又は地方公共団体で採用している単価を使用することができる。 
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  3.  準備費 

準備、跡片付け、測量及び墨出し等の経費となっているが、この中にはやり方工事を含むものとす

る。 
     ここでいう測量とは空中線設置、鉄塔建設等における位置だしのような簡単な測量で、土木等で行

う地形測量等の本格的測量ではない。 

 

 4.  安全費 
     安全施設、保安要員については、航空保安業務処理規定「制限区域内工事実施規程」に夫々の空港

長がその必要に応じて定めることになっているため設計時には、現場調整を十分に行い、必要経費

を計上すること。 

 

5.  技術管理費 

  技術管理費とは次に掲げるものをいう。 

(1)  品質管理のための試験等に要する費用 
(2)  出来形管理のための測量等に要する費用 
(3)  工程管理のための資料の作成等に要する費用 
(4)  (1)～(3)に掲げるもののほか，技術管理上必要な資料の作成に要する費用 
(5)  労務工数調査、諸経費動向調査の調査を実施する場合の費用 

 

３－５  現場管理費 
1.  現場管理費 

(1)工種区分 

現場管理費は、工種区分に従って算定するものとする。 

1） 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 

2） 2種の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。 

3） 設計変更時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

 

３－６  一般管理費等 
    一般管理費等は一般管理費と付加利益の合計で一般管理費等対象金額（工事原価）に一般管理費等

率を乗じて（一般管理費＋付加利益）を算出するものである。 
    なお、工事準備品として購入する物品（測定器台車等）、鉄塔などの工場工事費は管理費対象金額

に含めないものとする。 
 

３－７  消費税等相当額 
  積算に使用する材料等の価格等は、消費税等相当額を含まないため最終段階で消費税等相当分を積算

する。 
 

(R2.04) 



工事指針 

－20－ 

 
その他 
  1.  原工事の施工業者と随意契約する場合の諸経費の算定について 
      同一工事区域内で既に先行している工事の施工業者に、随意契約により別途工事を発注する場 

   合の諸経費の算定については、次のとおりであるので、積算にあたっては同解説を参考に留意願 

   います。 
      但し、地方公共団体等事業主体の異なる機関が契約している施工業者と、随意契約を行う必要 

   がある場合の諸経費の算定方法は、(2) 項の計算式のみを適用し実施することとする。 
      原工事の施行業者と随意契約をする場合の諸経費の算定は、次のとおりとする。 
   (1)  追加工事の発注時期が原工事の工期半ば以前のときは、〔原工事＋追加工事〕の諸経費対象 

    金額に対応する諸経費率により原工事の諸経費を算出し、原工事諸経費との差額を追加工事の 

    諸経費より減じた額とする。  
 Ｋ＝Ｂ×ｂ－（Ｃ－Ａ×ｂ） 

 
   (2)  追加工事の発注時期が原工事の工期半ばを過ぎたときは、〔原工事＋追加工事〕の諸経費対 

    象金額に対応する諸経費率を追加工事の純工事費に適用する。  
 Ｋ＝Ｂ×ｂ 

 
   (3)  追加工事の発注時期が原工事の完成後のときは、追加工事の諸経費対象金額に対応する諸経 

    費率を追加工事の諸経費対象金額に適用する。  
 Ｋ＝Ｂ×ａ 

 
                    Ｋ：追加工事諸経費 
                    Ａ：原工事純工事費 
                    Ｂ：追加工事諸経費対象金額 
                    Ｃ：原工事諸経費 
                    ａ：Ｂのみに対応する諸経費率 
                    ｂ：Ａ＋Ｂに対応する諸経費率 
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〔原工事の施行業者と随意契約を行う場合の諸経費の算定の解説〕 

 
  同一工事区域内で、既に先行している工事の施行業者に随意契約により追加工事を発注する場合は、

当該追加工事の諸経費の補正を行うこととしている。 
  原則的には、原工事及び追加工事の内容、施工時期、工期等を勘案し、実情に応じて補正するもので

あるが、一般的には前頁の三項目に大別した方法で算出することとする。 
  (1) については、追加工事を含めた全工事量に対応する諸経費率により原工事の諸経費を算出し、当

初契約時の原工事諸経費との差額を追加工事の諸経費より差し引いた額を追加工事の諸経費とする方法

であって、原工事と追加工事の工期が完全に重複し、同時施工が可能であることから、原工事の現場経

費の算出を一括発注をとった場合と同じ扱いとするものである。 
  (2) については、工事の進捗情況から推察し、原契約の工期が半ばを過ぎ、かつ完成前であるような

場合には当該工事の最盛期は既に過ぎており、工事現場の縮小、機械器具、労務者の数も当然減少して

いることが考えられ、このような情況下では原工事の諸経費は減額する必要はないとするのものである。 
  (3) については、原工事の完成後であって、全くの新規工事として扱うものである。なお、諸経費の

算出にあたっては、前払金の有無を考慮する必要があるので参考までに次に計算例を示す。 
 
〔１項の場合〕 
    〔原工事積算例〕  （前払金４０％）  工期５ヶ月  

区      分 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 合  計 

 (ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) 

工  事  Ａ 30,106,000 2,555,999 7,094,186 6,404,721 46,160,906 

      (6,726,747) (46,482,932) 

 
             ( )内は前払い金が無い場合で工事基準3-6 5.の補正係数表により補正(×1.05)した額。 
 
   共通仮設費対象額      30,106,000        8.49% 
      現場管理費対象額      32,661,999       21.72% 
      一般管理費等対象額      39,756,185       16.11%(×1.05=16.92) 
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  〔追加工事積算例〕…その１（原工事、追加工事それぞれに前払金４０％がある場合） 
 

 

 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 合  計 

 (ﾍ) (ﾄ) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) 

工  事  Ａ 11,977,196 747,532 2,223,709 2,702,677 17,651,114 

      
 
(1)   共通仮設費の求め方      Ｋ＝Ｂ×ｂ－（Ｃ－Ａ×ｂ） 
  Ａ (原工事直接工事費 )＝ (ｲ) ＝30,106,000 
  Ｂ (追 加 工 事  〃  )＝ (ﾍ) ＝11,977,196 
  Ｃ (原工事費共通仮設費)＝ (ﾛ) ＝2,555,999 
  ｂ (Ａ＋Ｂに対応する共通仮設費率)……… 7.85%(対象額 42,083,196) 
 
従って、Ｋ＝11,977,196×0.0785－(2,555,999－30,106,000×0.0785) 

＝940,210－(2,555,999－2,363,321)  

＝ 747,532 …が追加工事の共通仮設費となる。 

 
 
(2)   現場管理費の求め方      Ｋ＝Ｂ×ｂ－（Ｃ－Ａ×ｂ） 
  Ａ (原 工 事 純 工 事 費 )＝ (ｲ)＋(ﾛ) ＝32,661,999 
  Ｂ (追 加 工 事  〃  )＝ (ﾍ)＋(ﾄ) ＝12,724,728 
  Ｃ (原工事費現場管理費)＝   (ﾊ)  ＝ 7,094,186 
  ｂ (Ａ＋Ｂに対応する現場管理費率)……… 20.53%(対象額 45,386,727) 
従って、Ｋ＝12,724,728×0.2053－(7,094,186－32,661,999×0.2053) 

 ＝2,612,387－(7,094,186－6,705,508)  
    ＝ 2,223,709 …が追加工事の現場管理費となる。 
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(3)   一般管理費等の求め方      Ｋ＝Ｂ×ｂ－（Ｃ－Ａ×ｂ） 
  Ａ (原 工 事 工 事 原 価 )＝(ｲ)～(ﾊ)の合計額＝ 39,756,185 
  Ｂ (追加工事  〃   )＝(ﾍ)～(ﾁ)の 〃 ＝ 14,948,437 
  Ｃ (原工事費一般管理費等)＝(ﾆ) の     〃 ＝  6,404,721 
 ｂ (Ａ＋Ｂに対応する一般管理費等率)……… 15.47%（対象額 54,704,622） 

 
従って、Ｋ＝14,948,437×0.1547－(6,404,721－39,756,185×0.1547) 

＝2,312,523－(6,404,721－6,150,282)  
   ＝ 2,058,084  …が追加工事の一般管理費等 

 
 
〔追加工事積算例〕…その２（原工事に前払金があり追加工事に前払金がない場合） 
 
(1) 共通仮設費の求め方 
      前述の前払金のある場合と同じ計算方法である。 
 
(2) 現場管理費の求め方 
      前述の前払金のある場合と同じ計算方法である。 
 
(3) 一般管理費等の求め方 
  Ａ (原 工 事 工 事 原 価 )＝(ｲ)～(ﾊ)の合計額＝ 39,756,185 
  Ｂ (追加工事  〃   )＝(ﾍ)～(ﾁ)の 〃 ＝ 14,948,437 
  Ｃ (原工事費一般管理費等)＝(ﾆ) の     〃 ＝  6,404,721 
  ｂ (Ａ＋Ｂに対応する一般管理費等率)……… 15.47%（対象額 54,704,622） 

 
従って、Ｋ＝Ｂ×ｂ－（Ｃ－Ａ×ｂ） 

      ＝14,948,437×0.1547×1.05＊－(6,404,721－39,756,185×0.1547) 
          ＝14,948,437×0.1624－(6,404,721－39,756,185×0.1547) 

        ＝2,427,626－(6,404,721－6,150,282)  
        ＝ 2,173,187  …が追加工事の一般管理費等 

                   1.05＊は前金補正係数  
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〔追加工事積算例〕…その３（原工事に前払金がなく追加工事に前払金がある場合） 
 
(1) 共通仮設費の求め方 
      前述の前払金のある場合と同じ計算方法である。 
 
(2) 現場管理費の求め方 
      前述の前払金のある場合と同じ計算方法である。 
 
(3)   一般管理費等の求め方 
  Ａ (原 工 事 工 事 原 価 )＝(ｲ)～(ﾊ)の合計額＝ 39,756,185 
  Ｂ (追加工事  〃   )＝(ﾍ)～(ﾁ)の 〃 ＝ 14,948,437 
  Ｃ (原工事費一般管理費等)＝(ﾆ) の     〃 ＝  6,404,721 
  ｂ (Ａ＋Ｂに対応する一般管理費等率)………  15.47%（対象額 54,704,622） 
 
従って、Ｋ＝14,948,437×0.1547－(6,404,721－39,756,185×0.1547×1.05＊) 

          ＝2,312,523－(6,404,721－39,756,185×0.1624) 
          ＝2,312,523－(6,404,721－6,456,404)  
         ＝ 2,364,206  …が追加工事の一般管理費等 

                   1.05＊は前金補正係数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R7.04) 



工事指針 

－25－ 

 
第４章  航空無線工事積算標準 

 
４－１  数量の整理 
    1.  ハンドホ－ル等の余長は、労務数量算出の対象としない。 
 
４－２  材料算出基準 

1.  雑材料 
雑材料、消耗品等とは数量算出が困難なもの、その材料費が全体の費用に比べて著しく小さい

ものをいう。 

なお、次に掲げるものは雑材料として扱うことができる。 

①  ボルトに付随するもの（ナット、ワッシャ等） 

②  端末しろ（端末処理が必要な場合は別途、労務のみ計上を行う。） 

③  コネクタに付随するもの（コネクタカバー等） 

④  管路に付随するもの（カップリング、ブッシング等） 

⑤  その他、雑材料に相当すると思われる子部品 

 

４－３  土木工事 
    1.  土木工事については、「土木」の基準の最新版を採用する。ただし、工事内容により上記基準

を採用することが不適当と認められるときは、この限りでない。     

2.  掘さくは原則として機械土工事を原則とする。ただし、工事規模、 施工条件により下記等の場

合はこの限りでない。 
      (1) 掘さく機械の運搬が出来ない場所（道路の無い所等)  
      (2) 地下埋設物（ケ－ブル、管路類が多数交差している所）があり破損の虞れがある場合。  
      (3) 掘さく数量が少なく機械による施工が不経済となる場合。           
      (4) 着陸帯における施工等において、制限区域内工事実施規定により機械が使用できない場合。 

3. 鉄筋加工及び組立については、市場単価を採用する。 
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工場工事費積算の手引き 

 
1．無線用鉄塔製造の積算 

無線用鉄塔価格については、構造物の形状、製作加工の難易度、施工規模等の諸条件に対応できる

きめ細かい基準が必要であるが、当分の間、次の要領により実施するものとする。  
 

(1) 鉄塔価格の求め方 
a  設計図、仕様書を明らかにし、鉄塔製作会社数社から見積りを徴収する。 
b  次に示す計算方式により標準価格を算出する。 
c  本算出価格は、あくまでも標準であり、見積書を修正査定する際の参考とする。 
d  積算価格として採用する価格は、見積書による実勢価格の最廉値を査定したものとする。 
e  同一形状のものを２基以上製作する際は工数を低減する。 

 

(2) 無線鉄塔標準価格算出のやり方 
a  鉄塔製作費 

総重量が１５０ｔ以下（アングルトラスについては１００ｔ以下。以下同じ。）の鉄塔製作費

は、以下の式により算出するものとする。 

鉄塔製作費 ＝ 鉄塔製作単価（Ｙ）×総重量（χ） 

χ：総重量（本体、フランジ、ボルト、アンカーボルト、ケーブルラック等の鉄塔構

成品を含む重量とし、０．１トン未満を四捨五入し小数第１位止めとする。） 

ただし、総重量が１５０ｔを超える鉄塔製作費の積算は、別途積上げ計算をするものとする。 

 

   ① 鉄塔製作単価：Ｙ 
鉄塔製作単価は、以下により総重量に応じた価格を算出し採用単価とする。 

算定式 

鉄塔製作単価：Ｙ 

Ｙ ＝ α×基準単価 

 

補正係数：α 

α ＝ Ａ×χｂ 

Ａ、ｂ：変数値 

補正係数は、小数点以下第４位を四捨五入して３位止めとする。 

鉄塔製作単価は、千円未満を切り捨てるものとする。 

項 目 シリンダー パイプトラス アングルトラス 

変数値：Ａ １．１０５３ １．２５９９ １．４４５６ 

変数値：ｂ －０．０２５５ －０．０５９０ －０．０９３９ 
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   ② エキストラ料 
鋼材の材質は、SS400・STK400をベース価格とする。 

それ以外については、別途エキストラ料金を加算する。 

   ③ 基準価格 
種 別 基準重量（ｔ） 基準単価（円/ｔ） 備 考 

シリンダー ５０ ６１１,０００  

パイプトラス ５０ ６０３,０００  

アングルトラス ５０ ５５５,０００  

基準価格には、本体、フランジ（既製品を含む）、ボルト（既製品を含む）、

アンカーボルト（既製品を含む）、ケーブルラック等の鉄塔構成品を含むもの

とする。 

ただし、反射板面、方向調整ボルト、避雷針、墜落防止装置等の付属品類及び

工場塗装費を除く。 

 

b  工場塗装費 
   ① 溶融亜鉛メッキ 

メッキ対象重量 ＝ 鉄塔製作費対象重量（総重量χ） － ボルト重量 

   ② メッキ単価 
メッキ単価は、「土木工事市場単価」による。 

   ③ 工場塗装（溶融亜鉛メッキを除く） 
工場塗装（溶融亜鉛メッキを除く）は、工事標準の「７．塗装工事」によるも

のとする。 

 

2．無線用特殊製品の積算 
無線用特殊製品の積算方法については、以下のとおりとする。ただし、本基準により積算すること

が不合理となる場合はこの限りではない。 
 (1) 積算価格の求め方 
  ａ 設計図、仕様書を明らかにし、製作会社数社（原則として２社以上）から見積書を徴収する。 
  ｂ 見積書の記載内容は、次に示す積算方法に従い分割して記載させるものとする。 
    ｃ 見積書の内容を審査したうえ運搬費を含む最廉価の見積書を採用し、次に示す積算方法により

積算価格を算出する。 
 (2) 積算方法 
  ａ 材  料  費 
    見積価格の材料費の９０％相当とする。ただし、積算資料等により価格が決定できるもの、小

額のもの及び内容審査で決定できるものについてはこの限りでない。 
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ｂ 加  工  費 
    加 工 費＝加工時間×加工単価 
   ① 加工時間 
     見積時間の９０％相当とする。 
   ② 加工単価 

見積加工単価と当該年度の「通信機器等製造・購入基準経費率」（以下「経費率」という）の

無線機器の加工費率を比較し、最廉価の単価を採用する。 

ｃ 一般管理費 
一般管理費＝工事原価（材料費＋加工費）×一般管理費率 
一般管理費率は、見積の一般管理費率と経費率の無線機器の一般管理費率を比較し、低率を採

用する。 
ｄ 付加利益 

付加利益＝（工事原価＋一般管理費）×付加利益率 
利益率は、見積の利益率と経費率の無線機器の利益率を比較し、低率を採用する。 

ｅ 付属品 
見積価格の９０％相当とする。 
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〔例２〕  無線用特殊製品：空中線切換架の場合 
 
 ① 材料費 
 

名    称  数 量  単 位  単 価  査 定率  採 用単価  金     額  備  考  

 筐体  

 コネ クタ  

 栓型 ヒュー ズ  

 端子 台  

 銘板  

 配線 材料  

   1  

  20  

   4  

   1  

   1  

   1  

式  

個  

個  

式  

式  

式  

  555,000  

    7,000  

    1,000  

    6,000  

   50,000  

   80,000  

   0.9  

   0.9  

   0.9  

   0.9  

   0.9  

   0.9  

  499,500  

    6,300  

      900  

    5,400  

   45,000  

   72,000  

   499,500  

   126,000  

     3,600  

     5,400  

    45,000  

    72,000  

 

小             計     751,500   

 

 
 ② 加工費 
 
 

名   称  
基 準等  見  積  採   用  

 加 工単価  時 間  加 工単価  時 間  加 工単価  加 工費  

  加  工  費     7,130     40     8,500     36     7,130     256,680  

 

 
 ③ 一般管理費費及び付加利益 
 

名   称  
基 準等  見  積  採   用  

率 (%)  率 (%)  率 (%)  金 額  

  一般 管理費        １５        ２０      １ ５     151,227  

  付 加 利 益         ５        １０      ５      57,970  
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 ④ 積算価格 
 

 名   称  
見    積  採   用  

数 量  単 位  単 価  金 額  数 量  単 位  単 価  金 額  

  材  料  費     １  式       835,000     １  式       751,500  

  加  工  費    40  Ｈ     8,500      340,000    36  Ｈ     7,130      256,680  

  一般 管理費     20  ％       235,000     15 ％       151,227  

  付 加 利 益    10  ％       141,000    5  ％        57,970  

  小    計       1,551,000       1,217,377  

   付属 ・添付 品    １  式        15,000    １  式   査定  0.9       13,500  

  工場 工事費           1,230,877  

  梱包 輸送費    １  式        70,000    １  式   査定  0.9       63,000  

 

  注 梱包輸送費は、運搬費へ計上する。 
 
 
3．受配電機器類の積算 
  受配電機器類は、「電気」の基準の最新版により積算する。ただし、本基準により積算することが

不合理となる場合はこの限りではない。 
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附  則 
  1.  この指針は、昭和６３年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
  2.  航空無線工事積算基準運用指針（昭和５５年３月１７日付け空無第76号）は廃止する。 
 
附  則（平成元年３月２８日空無第９４号） 
  1.  この指針は、平成元年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
      消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の施行に伴う改正。 
 
附  則（平成７年２月１３日空無第２７号） 
  1.  この指針は、平成７年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成１２年２月２２日空無第５６号） 
  1.  この指針は、平成１２年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成１３年２月１９日国空無第３４号） 
  1.  この指針は、平成１３年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成１４年３月１５日国空無第５０９号） 
  1.  この指針は、平成１４年５月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成１８年３月１５日国空技第１７９号） 
  1.  この指針は、平成１８年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成２８年３月７日国空技第４９１号） 
  1.  この指針は、平成２８年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（平成３０年６月１日国空管技第９５号） 
  1.  この指針は、平成３０年６月８日以降に工事を契約するものから適用する。 
 
附  則（令和２年３月２５日国空管技第６４０号） 
1.  この指針は、令和２年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 

 
附  則（令和５年３月２９日国空管技第９４６号） 
  1.  この指針は、令和５年４月１日以降に工事を契約するものから適用する。 

(R5.04) 



工事指針 

－32－ 

附  則（令和７年３月２８日国空管技第８９２号） 
  1.  この指針は、令和７年４月１日以降に入札公告するものから適用する。 
 
附  則（令和８年４月２８日国空管技第７０号） 
  1.  この指針は、令和８年５月１日以降に入札公告するものから適用する。 
 

(R8.05) 


